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研究成果の概要（和文）：東日本大震災以降、災害救援や復興支援において、市民セクターが果たす役割は拡大
してきた。市民活動団体が利用可能な活動資金が増え、官民連携体制が構築されたことによって、行政の災害対
応を補完・補充する役割から、行政対応を代替する役割も担うようになってきた。
他方、救援から復旧への移行期においては、多くの課題が存在している。この時期、被災地では、支援活動の主
体と内容が大きく変化していく。その中で、活動の連続性をいかに図るかという従来の課題に加え、外部依存度
の高い活動体制に陥りやすい状況が生まれている。これらの課題の解決に、中間支援組織が重要な役割を果たす
可能性を持っていることも、明らかになった。

研究成果の概要（英文）：After the East Japan Great Earthquake, the role of the citizen disaster 
relief and reconstruction support has been expanded. The role of non-profit organizations has 
changed. Their role was originally limited to supporting the government’s disaster response but 
they now handle some of the government activity due to the increase in funds available and the 
establishment of a public-private partnership system.
On the other hand, many issues loom in the period of transition from relief to reconstruction. 
During this period, the type and degree of disaster relief activities will change significantly in 
the affected areas. Other than the conventional problems of how to continue such relief activities, 
there is also the emergence of the citizens’ increasing reliance on grant and subsidies which is a 
cause of concern.It became clear that there is a possibility for intermediary organizations to play 
an important role in solving these issues.
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１．研究開始当初の背景 
 
申請者らは、阪神･淡路大震災の直後から、

自発性に基づく被災者支援の活動とその活
動システム（主に災害ボランティアセンタ
ー（VC））を多角的な視点から捉え、災害
直後の「緊急社会システム（ESS）」下の活
動や、長期に亘る復興支援活動を跡付け、
その行動原理や固有の特徴を明らかにして
きた。しかし、過去の一連の研究がミクロ
な過程分析に重点を置いたものであったた
め、被災社会全体の中で市民セクターの役
割や位置づけを十分に検討できていなかっ
た。また、分析の対象となる時期も、緊急
対応期と、復興段階に移行してからの活動
を任意に区別して取り上げ、両者を連続し
た災害過程の中に位置づけ、被災地全体の
動きの中で評価するといった作業も十分に
行ってこなかった。 
東日本大震災に代表されるような大規模

災害では、回復が長期化し、復興過程の中
で、従前の社会的課題に対応しながら、さ
らには将来の防災・減災対策も進めていく
ことも求められる。従って、災害復興期に
生じやすい問題の解明や、防災･減災を組み
込んだ施策の検討をしておく必要がある。 
しかし、災害復興に関する実証研究は多

くは無い。しかも、既往研究の多くは、公
共土木事業など、被災地の“空間の再編”
に関わる「大きな復興」に関するものに偏
っており、個々の被災者が生活を取り戻し
ていく過程――これを「小さな復興」とし
ておく――に関する研究はごく僅かである。 

 
 

２．研究の目的 
 
大規模災害が発生すると､被害の回復が

長期に亘り、その過程で大量の資源動員が
行われる。東日本大震災でも、広範囲に亘
る壊滅的な被害状況が報道されると、全国
規模の支援活動が展開されてきた。その中
でも当初から市民セクターの活躍に対する
期待は大きく、公的セクターは様々な制度
的優遇措置を講じ、企業セクターは多額の
活動支援金（寄付）や人材・ノウハウを提
供してきた。市民セクターが災害時に果た
す役割は、近年、益々大きくなってきてい
る。 
本申請研究では、１で述べたような背景

と問題意識に基づき、また上述のような状
況を踏まえ、大規模災害後の災害過程にお
いて、公的セクターとは異なる、市民セク
ターが果たしてきた役割を明らかにしてい
くことを目的とする。 
特に、市民活動（団体）による「くらし

の再建」に関わる領域の取り組みが、防災・
減災・復興に関わるマクロな領域――とり
わけ公共土木事業を伴う空間の再編に関わ
る取り組み――にどのような影響を与えて

（又は与えられて）きたのか、これまで十
分に検討されてこなかった「くらしの再建」
をベースにした復興論――公共土木事業に
よる復興の論理とは異なる――の可能性に
ついても検討する。 

 
 

３．研究の方法 
 
本申請研究では、過去の大規模な災害事

例（阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、
東日本大震災など）を取り上げ、申請者ら
がこの 20 年の間に蓄積してきた災害に関
わる市民活動のミクロな過程分析の結果に、
今回新たに収集するマクロなデータ（活動
者・活動資金等）と、20 年目以降の事例調
査に基づくミクロ・データを加え、災害社
会学の分析枠組みである｢時間｣と｢社会的
単位｣（A.H バートン,1969=1974）という 2
軸に位置付けていく形で（図 1）、分析を進
めていく。 

 
 
４．研究成果 
 
東日本大震災以降、災害救援や復興過程に

おける市民セクターの役割は、質的にもまた
量的にも拡大する方向で大きな変化を遂げ
てきた。特に申請研究 2 年目に発生した熊本
地震において、東日本大震災後に改定された
法制度・対応体制が試験的に運用された結果、
過去にないセクター間連携が行われた。 
またその過程で災害支援経験者が、災害対

応に必要な知見を提供する場（情報共有会
議）が開設されたことも特筆される。以降の
災害対応では、情報共有会議が開設されるよ
うになり、市民による災害支援が、連携や資
源動員に関して新しいステージに移行した
こと、また事例研究に基づく生態的な検討に
加え、実際の災害過程の中で過去の知識を現
在の災害対応にどう移転できるかという動
態的な検討の重要性も確認されることとな
った。 
こうした状況の変化も視野にいれながら
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図１:災害過程を記述・分析する枠組（時間軸と社会的単位）と研究対象の位置づけ
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得られた成果について概説する。 
まず、東日本大震災において、従来にない

規模の活動支援金や補助金が市民セクター
に流入し、活動資金が大幅に増えたことが挙
げられる（業績：図書②）。これにより大規
模な資源動員が可能になり、そうした資源動
員力を背景に、公的機関の災害対応の補完・
補充ではなく、代替するような役割（避難所
運営等）を果たすようになってきた。 
東日本大震災の経験を踏まえて改正され

た災害対策基本法（2015）では、民間との「連
携」が明記され、内閣府の検討会の中でも
NPO/NGO 等（市民セクターの主要なアクタ
ー）との連携のあり方が検討され、災害対策
本部と連携を図る「連絡調整会議」を開いて
情報共有を行うという「提言」が出された。
その直後に発生した熊本地震では、この提言
に描かれた「連絡調整会議」が開設され、官
民それぞれの情報を共有しながら災害対応
が行われる基盤が整えられた。この地震以降、
市民セクターによる災害救援活動は、災害
VC という個別（個々の被災者と個人ボラン
ティア）の活動調整だけでなく、行政の災害
応急対策と直接連携を図りながら、民間組織
（企業の社会貢献を含む）が、仕事として行
う支援活動も生み出してきたと言えるが、同
時に、こうした実態は支援をめぐる新たな課
題も生み出してきた。 

 
被災地が災害救援から復旧･復興段階へと

移行する際、支援においても、その活動内容
と活動主体が大きく変化していくことにな
るが、その中で、どのように支援活動の連続
性を図っていくか、また使える財源が急速に
減少していく中で、活動の継続性をいかに確
保していくかが大きな課題となってきた。本
研究でも取り上げてきたが、一連の事例検討
から、災害初期において、被災者ニーズを把
握しつつ、外部支援の窓口機能を果たす中間
支援組織が、救援段階から復興支援への移行
期においても重要な役割を果たしうること、
その為に必要な条件等に関する検討がまだ
十分になされていないことが明らかになっ
た。今後の研究課題として取り組んでいきた
い。 
また、本研究では、市民セクターによる支

援活動が拡大したことに伴う新たな課題に
ついても注視してきた。特に後者の問題に関
して、東日本大震災後に比較的大きな額の活
動助成を受けて復興支援活動を行ってきた
団体の調査から、阪神・中越の支援過程と共
通する要素を確認できたが、同時に支援の内
容・体制が動員できた資源の質量に大きく規
定されていたこと、かつてない規模の資源に
よって、復興段階への移行後も外部依存度の
高い体制が維持された可能性があり、撤退の
マネジメントと「受援力」を育てる必要があ
ることも確認された。今後の研究につないで
いきたい。 
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